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1 R2.3.18 R2.4.1
「コンプライアンス推進研修資料」
「コンプライアンス推進カード」

5 1
財務局経理
部総務課

2 R2.3.25 R2.4.8
東京都個人情報取扱事務要綱（平成17年３月31日付、16生広情報第708
号）

本件開示請求に係る上記の公文書は、東京都例規集において公表されてお
り、東京都情報公開条例第18条第２項（ほかの制度等との調整）に規定する
開示しないものとする公文書に該当する。

財務局経理
部総務課

3 R2.3.25 R2.4.8
東京都個人情報取扱事務要綱（平成17年３月31日付、16生広情報第708
号）

本件開示請求に係る上記の公文書は、東京都例規集において公表されてお
り、東京都情報公開条例第18条第２項（ほかの制度等との調整）に規定する
開示しないものとする公文書に該当する。

財務局経理
部総務課

4 R2.3.25 R2.4.8

貴部局おいて公文書を誤送する事故が発生した場合。
１．（２）生活文化局に個人情報の漏洩事故の報告書等公文書を作
成・交付した“事実”がある場合、過去10ヵ年の当該文書を作成した
証明となるすべての“証拠”とは。
２．生活文化局情報公開課長は、被害者の個人情報漏洩についてマス
コミに出す意味を問うた時、「東京都の事務手続において、不正な事
故が発生しました、と言うことを「世間に公表することによって、自
らを罪する。」と言う意味あいもございますし、これからの「再発防
止」と言う意味を含めて、こういった“事実”が起ったと言うことを
広く知らせる。」旨、述べています。（2019年７月22日生活文化局
京王プラザ音声記録）
以上、１．２．の“事実”を証明する組織共同文書（公文書）におい
て、
（１）貴部局において、個人情報の漏洩事故によって、
（イ）「世間に公表することによって、自らを罪する」“事実”が発
生して、これを
証明する“証拠”文書等
（ロ）同「再発防止」と言う観点から、その対策として職員に作成・
交付した注意書
等（具体的実行条等）
以上、１．２．の“事実”を証明する組織共同文書（公文書）を開示
ください。

1
本件開示請求に係る開示請求のうち、別紙１．(２)及び２の公文書につい
て、財務局においては、個人情報の漏洩事故が確認できないことから、請求
内容に係る文書は作成しておらず存在しないため。

財務局経理
部総務課

5 R2.3.25 R2.4.8 財務局個人情報安全管理基準 4 1
財務局経理
部総務課
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6 R2.3.9 R2.4.9

2019年3月まで過去5年間に行われた都立高等学校図書館の管理業務委
託入札（財務局契約）に関する以下の文書
・発表された発注予定表及びそれに添付された資料

1779 1
財務局経理
部契約第二
課

7 R2.3.9 R2.4.9 物品買入れ等指名業者選定委員会議案 40 1 1

指名選定の方針及び業者の選定の部分、さらに議案一覧の選定に係る部分に
ついては、具体案件の選定過程を公表することで、都の裁量に対して選定方
法への異議・要望等、今後の選定過程における意思決定の中立性が不当に損
なわれるおそれがあり、他案件にも影響があるため。

財務局経理
部契約第二
課

8 R2.3.9 R2.4.9

① 東京都の指名競争入札に関して、応募資格、募集から落札までの流
れ等のイロハが新規参入者にもわかるマニュアル
② 2019年3月まで過去5年間に行われた都立高等学校図書館の管理業務
委託入札（財務局契約）に関する以下の文書
・入札参加表明をした企業一覧と個々の企業の参加表明書

1 1

①『東京都の指名競争入札に関して、応募資格、募集から落札までの流れ等
のイロハが新規参入者にもわかるマニュアル』については、財務局では請求
に係る対象公文書を作成及び取得しておらず存在しないため。
②『入札参加表明をした企業一覧と個々の企業の参加表明書』については、
業者の希望状況を示すものであり、選定に係る要素となるため。

財務局経理
部契約第二
課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

表の見方

＜決定区分＞

・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにすることで、非開示情報を開示してしまうことになるためあるかないかを明らかにしない）のうち、該当す

る項目に「１」を記入しています。

＜（根拠規定）条例7条＞

・一部開示及び非開示について、東京都情報公開条例第７条各号のいずれを根拠として非開示としたのか、該当する項目に「１」を記入しています。

東京都情報公開条例第７条第１号：法令秘情報

第２号：個人情報

第３号：事業活動情報

第４号：犯罪の予防・捜査等情報

第５号：審議・検討又は協議に関する情報

第６号：行政運営情報

第７号：任意提供情報

第８号：特定個人情報

第９号：死者の個人番号

＜公文書の件名＞について

・特定の個人名、法人名又はそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。

・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。

＜総枚数＞について

・他の開示決定と一体として決定を行っている場合は総枚数欄が空欄になります。


